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地域包括支援センター運営委員会の概要 

 

１ 地域包括支援センター運営協議会の役割 

  地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立

な運営を確保するものとされている（介護保険法施行規則第１４０条の６６第２号ロ）。 

  本市では、介護保険審議会がその役割を担うこととしている。 

 

 

２ 地域包括支援センター運営委員会の設置 

  地域包括支援センター運営協議会に係る議題について、その議論を効果的・効率的に進めるため、介

護保険審議会に「地域包括支援センター運営委員会」（以下、「運営委員会」という。）を設置し、運営

協議会で協議すべき案件の議論を行っている。 

  運営委員会での審議内容は、その都度介護保険審議会に報告を行っている。 

 

【運営体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 調査審議事項について 

  仙台市介護保険条例施行規則第２４条第３項各号にて、運営委員会において調査審議する事項を以

下のとおり定めている。 

 ⑴ 地域包括支援センター及び指定介護予防支援事業所の担当する区域の設定に関すること 

 ⑵ 地域包括支援センター及び指定介護予防支援事業所の設置、変更及び廃止に関すること 

 ⑶ 地域包括支援センターの業務の委託先法人の選定、変更等に関すること 

 ⑷ 指定介護予防支援の公正かつ中立な運営の確保に関すること 

 ⑸ 前各号に定めるもののほか、地域包括支援センター及び指定介護予防支援事業所の適切、公正か

つ中立な運営を確保するために必要な事項 

 

  

資料１ 

仙台市地域密着型サービス運営委員会 仙台市地域包括支援センター運営委員会 

仙台市介護保険審議会 

（地域包括支援センター運営協議会） 
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４ 運営委員会開催状況について（第７期計画期間） 

 

開催年月日 主な議題 

第１回 平成 30年 7月 5日 
○平成 30年度地域包括支援センターの事業計画について 

○地域包括支援センターの新設及び事務所移転について 

第２回 平成 30年 8月 22日 

○委員長及び委員長職務代理者の選出 

○地域包括支援センター運営委員会の概要等について 

○平成 30年度地域包括支援センター事業評価及び指導の実施について 

第３回 平成 31年 1月 23日 

○平成 30年度地域包括支援センターの事業評価及び指導の結果につい

て 

○平成 31年度地域包括支援センター設置運営事業委託について 

第４回 平成 31年 2月 12日 

○平成 31年度地域包括支援センター職員の配置について 

○平成 31年度仙台市地域包括支援センター運営方針（案）及び業務水

準表（案）について 

第５回 令和元年 7月 4日 
○令和元年度地域包括支援センターの事業計画について 

○令和元年度地域包括支援センター事業評価及び指導の実施について 

第６回 令和元年 11月 28日 
○令和元年度地域包括支援センター事業評価及び指導の結果について 

○令和 2年度地域包括支援センター設置運営事業の委託について 

第７回 令和 2年 2月 6日 

○平成元年度事業評価Ⅰ全国平均との比較について 

○令和 2年度地域包括支援センター職員の配置について 

○令和 2年度地域包括支援センター運営方針及び業務水準表について 

第８回 令和 2年 7月 2日 

○令和 2年度地域包括支援センターの事業計画について 

○令和 2年度地域包括支援センター事業評価及び指導の実施について 

○地域包括支援センター担当圏域の見直しについて 

第９回 令和 2年 9月 8日 ○河原町地域包括支援センターの委託先法人の変更等について 

第１０回 令和 2年 12月 3日 

○令和 2年度地域包括支援センター事業評価結果について 

○令和 2年度地域包括支援センター実地指導について 

○令和 3年度以降の地域包括支援センター設置運営事業委託について 

第１１回 令和 3年 2月 4日 

○令和 2年度事業評価Ⅰ全国平均との比較について 

○令和 3年度地域包括支援センター運営方針及び業務水準表について  

○大和蒲町地域包括支援センター設置運営事業委託契約受託候補者の

選定について 

○指定介護予防支援事業所の更新について 

 


